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１ 沿  革 

年 月 日 旧第二区画整理事務所 旧第三区画整理事務所 旧第一再開発事務所 旧第二再開発事務所 

昭和２３年 
１２月１日 

第二建設事務所から

分かれ、第二復興区

画整理事務所が新設

された。 

第四建設事務所か

ら分かれ、第四復興

区画整理事務所が

新設された。 

第一、第三建設事務

所からそれぞれ分か

れ、第一、第三復興区

画整理事務所が新設

された。  

 

昭和３２年 
４月１５日 

第二区画整理事務所

と改称 
第四区画整理事務

所と改称 
第一、第三復興区画

整理事務所を、それ

ぞれ第一、第三区画

整理事務所と改称 
  

 

昭和３９年 
８月１日 

南部区画整理事務所

と改称 
北部区画整理事務

所と改称。第一区画

整理事務所の所管

であった第２４地

区及び第３２地区

が所管となった。  

第一区画整理事務

所、第三区画整理事

務所を、それぞれ市

街地改造事務所、西

部区画整理事務所と

改称 
  

 

昭和４６年 
６月１７日 

  
市街地改造事務所が

市街地再開発事務所

と改称 
 

 

昭和４６年 
１２月６日 

   
亀戸･大島･小松川

地区防災再開発計

画推進のため、首

都整備局に江東再

開発相談所分室を

開設 
  

昭和４７年 
４月１日 

第二区画整理事務所

と改称 
(昭和４８年３月３

１日まで品川区、昭

和４８年４月１日か

ら足立区千住東２ -
１０-１１へと移転。

昭和５１年３月１１

日、足立区千住東２-
１０ -１０に第六建

設事務所との合同庁

舎が完成し移転）  

第三区画整理事務

所と改称 
北大塚一丁目１２

番８号から豊島区

池袋一丁目１３番

２２号へ事務所移

転 

市街地再開発事務所

を江東再開発事務所

と改称 
西部区画整理事務所

を市街地再開発事務

所と改称 

 

昭和４７年 
１０月１日 

   
江東再開発相談所

分室を江東南部相

談所に改編 
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年 区画整理事 区画整理事 一再開発事 再開発事

年

建設事 から

分かれ、 区

画整理事 が新設

された。

建設事 か

ら分かれ、

区画整理事 が

新設された。

一、 建設事

からそれ れ分か

れ、 一、 区

画整理事 が新設

された。

年

４

区画整理事

と改

区画整理事

と改

一、 区画

整理事 を、それ

れ 一、 区画

整理事 と改

年

部区画整理事

と改

部区画整理事

と改 。 一区画

整理事 の 管

であった ４地

区及び 地区

が 管となった。

一区画整理事

、 区画整理事

を、それ れ市

街地改造事 、

部区画整理事 と

改

４ 年

  
市街地改造事 が

市街地再開発事

と改

４ 年

   
大

地区 災再開発計

画推進のため、首

都整備 に 東再

開発 分 を

開設

４ 年

４

区画整理事

と改

４ 年

まで 区、

４ 年４ か

ら足立区 住東

と 。

年

、足立区 住東

に 建

設事 との合

が 成し ）

区画整理事

と改

大 一 目

から 区

一 目

事

市街地再開発事

を 東再開発事

と改

部区画整理事

を市街地再開発事

と改

４ 年

   
東再開発

分 を 東 部

に改



年 月 日 旧第二区画整理事務所 旧第三区画整理事務所 旧第一再開発事務所 旧第二再開発事務所 

昭和５０年 
１２月１日 

   
亀戸･大島･小松川

地区の都市計画決

定に伴い、事業を

建設局に移管 
 
亀戸･大島･小松川

地区事務所を江戸

川区小松川二丁目

１番に開設 

昭和５２年 
７月１１日 

   
亀戸･大島･小松川

地区事務所を江東

南部再開発事務所

に改編 
昭和５９年３月３

０日、江東区白河

三丁目へ事務所移

転 

昭和６０年 
１０月１日 

 
東京都組織規程の

改正により、市街地

再開発事務所の所

管であった第１地

区ほか１０地区が

所管となった。 

江東再開発、市街地

再開発両事務所が統

合され、第一再開発

事務所と改称 
（中央区明石町） 

江東南部再開発事

務所を第二再開発

事務所と改称 
平成９年４月１

日、江東区有明三

丁目へ事務所移転 

平成２年 
８月１日 

  
事務所移転 
（中野区中野一丁目

２番５号） 

 

年 月 日 第二区画整理事務所 再開発事務所 

平成１３年 
４月１日 

区画整理事務所が組織再編・統合され、こ

れまでの三事務所が二事務所となる。 
新第二区画整理事務所は、花畑北部、汐留、

秋葉原、田端、六町地区を所管することと

なった。 

第一再開発事務所、第二再開発事務所が統

合され、東京都再開発事務所となる。 
地区事務所は、亀戸･大島･小松川地区、白

鬚西地区、赤羽北地区、北新宿地区、環二

地区の５か所 
事務所は、第一再開発事務所の所在地であ

る中野区中野一丁目２番５号に置かれた。 

平成１４年 
３月３１日 

 
 亀戸･大島･小松川地区事務所を廃止 

平成１５年 
３月３１日 

 
 赤羽北地区事務所を廃止 

平成１５年 
４月１日 

 
 大橋地区整備課を新設 

平成１６年 
４月１日 

都市計画局、住宅局及び建設局の市街地整

備部門が再編、統合され、都市整備局が発

足 
第二区画整理事務所は都市整備局に所属す

ることとなった。 

都市計画局、住宅局及び建設局の市街地整

備部門が再編、統合され、都市整備局が発

足 
再開発事務所は都市整備局に所属するこ

ととなった。 
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年 区画整理事 再開発事

平成 年
地区事 を

平成 年
地区事

平成 年
地区事 大 地区整備 を

平成 年
新 地区事 を

平成 年
地区事

年 市街地整備事

平成 年

４

一区画整理事 、 区画整理事 、再開発事 が再 整備され、 一市街地

整備事 、 市街地整備事 の 事 体制となる。

市街地整備事 は、土地区画整理事業（ 、 留）、再開発事業（ 大 、

）、 道まちづくり（東 、 条）、特定整備路線整備（ 、大山中 ）、街路事業

（ ）、都 住宅建 えに う道路整備（ ）などの事業を 管することとなっ

た。

事 は、 再開発事 が していた中 区中 一 目 に置かれた。

平成 年
地区事 を

平成 年
地区事 を開設

平成 年
留地区事 を
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２ 組織及び事務分掌

施 設 建 築 担 当

道路整備と一体的に進める沿道まちづくり、特定整備路線の整備や街路事業に係る
調査及び測量、事業計画、執行計画・進行管理、国庫補助申請・しゅん功認定資料
作成、連絡調整、広報・広聴、まちづくり業務及びまちづくり相談に関すること。

上記事業に係る用地の取得・地上物件、地下埋設物の移転その他の損失補償及び
土地収用・移転資金貸付・代替地関連・公営住宅あっ旋に関すること。

泉岳寺駅地区の事業に係る用地の取得・地上物件、地下埋設物の移転その他の損
失補償及び土地収用・移転資金貸付・代替地関連・公営住宅あっ旋に関すること。

新宿駅直近地区
担 当

公共施設工事の調査、設計、管理者調整に関すること。

公共施設の工事、設計変更、清算の照査に関すること。工 事 担 当

審議会委員の選挙手続及び審議会の運営､事業の執行計画､進行管理及び連絡調
整､土地及び物件の管理､広報･広聴､公文書の開示､保留地､清算金及び仮清算金
の徴収･交付･供託、市街地再開発審査会の運営に関すること｡

調 査 清 算 担 当

工 務 担 当

公共施設工事の連絡調整、上下水道、ガス管、電らん、電柱等の調査計画及び連
絡調整・補償・損失補償額算定、公共施設の引継及び引継前の管理、公共施設占
用願の処理・占用物件の整理、既設建築物の建築工事に係る管理組合・居住権利
者対応、補修工事に関すること。

設 計 担 当

上石神井駅周辺
地区用地補償担当

上石神井駅周辺地区の事業に係る用地の取得・地上物件、地下埋設物の移転その
他の損失補償及び土地収用・移転資金貸付・代替地関連・公営住宅あっ旋に関す
ること。

権利変換計画、管理処分計画、譲受け希望等の申出、施設建築物等及び建築施設
部分の価額の確定、借家条件裁定資料作成、管理規約及び管理組織に関するこ
と。

新宿駅直近地区の土地区画整理事業の調査及び事業計画策定に係る測量、仮換
地指定、換地計画及び換地処分、事業の執行計画及び進行管理に関すること。

上石神井駅周辺地区の事業の調査及び測量、事業計画、土地権利調査、まちづくり
相談に関すること。

事 業 計 画 担 当

上石神井駅周辺
地 区 担 当

所

長

事 業 課

事業に伴う施設建築敷地造成工事の設計、監督、調整、施設建築物の建築工事及
び設備工事の設計、監督、調整、特定建築者工事の建築工事に係る実施設計、指
導、調整に関すること。

設 備 担 当
施設建築物の設備工事の設計、監督、調整、特定建築者工事の設備工事に係る実
施設計、指導、調整に関すること。

用地専門課長

ま ち づ く り 推 進
担 当

ま ち づ く り 用 地
担 当

再開発補償担当

市街地再開発事業等の事業計画、調査、登記、事業の執行計画、進行管理、建築
行為等の制限、国庫補助の申請、予算、決算に関すること。

換 地 計 画
専 門 課 長

泉岳寺駅地区担当
泉岳寺駅地区の事業計画、調査、登記、事業の執行計画、進行管理、建築行為等
の制限、国庫補助の申請、予算、決算に関すること。

管 理 処 分 担 当

副

所

長

工 事 課

泉 岳 寺 駅 地 区
泉岳寺駅地区の事業に係る広報、住民意向調査及び生活再建対策、土地等の測
量及び調査並びに工事の監督に関すること。

新宿駅直近地区
整 備 担 当

新宿駅直近地区の公共施設工事の連絡調整、調査、設計、管理者調整、公共施設
の工事、設計変更、清算の照査、上下水道、ガス管、電らん、電柱等の調査計画及
び連絡調整・補償・損失補償額算定、公共施設の引継及び引継前の管理、公共施
設占用願の処理・占用物件の整理に関すること。

管 理 課

事 業 財 産 担 当
事業用財産、代替地の管理、市街地改造事業及び市街地再開発事業建築施設の
管理、管理清算金、分譲代金、賃貸料、管理費等の徴収に関すること。

計 画 担 当
土地区画整理事業の調査及び測量･事業計画･建築行為の制限､田端残存区域の
事業に関すること。国庫補助の申請、予算、決算に関すること。

管 理 担 当
人事、組織・定数、給与、旅費、コンプライアンス推進、安全衛生、福利厚生、研修、
文書、庁舎管理、他の担当に属さないこと。

経 理 担 当
会計、物品出納管理、物品購買、工事その他の契約、工事及び工事用材料等の検
査に関すること。
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